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認定第 １ 号

平成２５年度燕市一般会計歳入歳出決算の認定について

平成２５年度燕市一般会計歳入歳出決算を別冊のとおり監査委員の意見を

付けて、議会の認定に付す。

平成２６年 ９ 月 ４ 日 提 出

燕 市 長 鈴 木 力
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認定第 ２ 号

平成２５年度燕市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について

平成２５年度燕市国民健康保険特別会計歳入歳出決算を別冊のとおり監査

委員の意見を付けて、議会の認定に付す。

平成２６年 ９ 月 ４ 日 提 出

燕 市 長 鈴 木 力
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認定第 ３ 号

平成２５年度燕市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

平成２５年度燕市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を別冊のとおり監

査委員の意見を付けて、議会の認定に付す。

平成２６年 ９ 月 ４ 日 提 出

燕 市 長 鈴 木 力
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認定第 ４ 号

平成２５年度燕市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について

平成２５年度燕市介護保険事業特別会計歳入歳出決算を別冊のとおり監査

委員の意見を付けて、議会の認定に付す。

平成２６年 ９ 月 ４ 日 提 出

燕 市 長 鈴 木 力
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認定第 ５ 号

平成２５年度燕市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

平成２５年度燕市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算を別冊のとおり監

査委員の意見を付けて、議会の認定に付す。

平成２６年 ９ 月 ４ 日 提 出

燕 市 長 鈴 木 力
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認定第 ６ 号

平成２５年度燕市土地取得特別会計歳入歳出決算の認定について

平成２５年度燕市土地取得特別会計歳入歳出決算を別冊のとおり監査委員

の意見を付けて、議会の認定に付す。

平成２６年 ９ 月 ４ 日 提 出

燕 市 長 鈴 木 力
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認定第 ７ 号

平成２５年度燕市企業団地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定について

平成２５年度燕市企業団地造成事業特別会計歳入歳出決算を別冊のとおり

監査委員の意見を付けて、議会の認定に付す。

平成２６年 ９ 月 ４ 日 提 出

燕 市 長 鈴 木 力

-7-



認定第 ８ 号

平成２５年度燕市温泉保養センター特別会計歳入歳出決算の認定について

平成２５年度燕市温泉保養センター特別会計歳入歳出決算を別冊のとおり

監査委員の意見を付けて、議会の認定に付す。

平成２６年 ９ 月 ４ 日 提 出

燕 市 長 鈴 木 力

-8-



認定第 ９ 号

平成２５年度燕市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について

平成２５年度燕市水道事業会計剰余金の処分及び決算を別冊のとおり監査

委員の意見を付けて、議会の認定に付す。

平成２６年 ９ 月 ４ 日 提 出

燕 市 長 鈴 木 力

-9-



諮問第 ２ 号

人権擁護委員候補者の推薦について

人権擁護委員の候補者に次の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和

２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により議会の意見を求める。

平成２６年 ９ 月 ４ 日 提 出

燕 市 長 鈴 木 力

記

住 所 燕市高木６６３番地

氏 名 伊 藤 奈美江

昭和２６年 ６ 月２８日生
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議案第 ５６ 号

契約の締結について

燕市下水終末処理場長寿命化汚泥処理施設改築更新（電気設備）工事につ

いて、次のとおり請負契約を締結したいので議会の議決を求める。

平成２６年 ９ 月 ４ 日 提 出

燕 市 長 鈴 木 力

記

契 約 名
燕市下水終末処理場長寿命化汚泥処理施設改築更新（電気設

備）工事

契 約 金 額

一金１７２，８００，０００円

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 12,800,000 円）

契 約 の

相 手 方

昱工業・つばでん 終末処理場汚泥処理施設更新電気

特定共同企業体

代表 新潟県三条市須頃３丁目２３-１０１

昱工業株式会社 県央営業所

営業所長 清水 宏臣
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議案第 ５７ 号

燕市保健センター条例の一部改正について

燕市保健センター条例（平成１８年燕市条例第１３０号）の一部を次のよ

うに改正するものとする。

平成２６年 ９ 月 ４ 日 提 出

燕 市 長 鈴 木 力

記
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燕市保健センター条例の一部を改正する条例

燕市保健センター条例(平成 18 年燕市条例第 130 号)の一部を次のように

改正する。

第 2 条第 1 項の表燕市保健センターの項を削る。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議案第 ５８ 号

定住自立圏形成協定の締結について

燕市定住自立圏の形成に係る議会の議決に関する条例（平成２６年燕市条

例第６号）の規定により、次のとおり弥彦村との間において定住自立圏形成

協定を締結することについて、議会の議決を求める。

平成２６年 ９ 月 ４ 日 提 出

燕 市 長 鈴 木 力

記
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定住自立圏形成協定書

燕市(以下「甲」という。)と弥彦村(以下「乙」という。)は、定住自立圏

の形成に関し、次のとおり協定を締結する。

(目的)

第1条 この協定は、中心市宣言(定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26

日総行応第39号総務事務次官通知)第4の規定によるものをいう。)を行っ

た甲と甲が行った中心市宣言に賛同した乙が、相互に役割を分担し、連携

を図りながら、圏域に必要な都市機能及び生活機能を確保し、魅力ある定

住自立圏を形成することを目的とする。

(基本方針)

第2条 甲及び乙は、前条に規定する目的の達成のために定住自立圏を形成

し、次条に規定する政策分野の取り組みにおいて相互に役割を分担して連

携を図り、共同し、又は補完し合うこととする。

(連携する政策分野及び取り組みの内容並びに役割分担)

第3条 甲及び乙が相互に役割を分担して連携を図り、共同し、又は補完し

合う政策分野は、次に掲げるものとし、その取り組みの内容並びに役割分

担は、別表のとおりとする。

(1) 生活機能の強化に係る政策分野

(2) 結びつきやネットワークの強化に係る政策分野

(3) 圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野

(事務執行に当たっての連携、協力及び費用負担)

第4条 甲及び乙は、前条に規定する取り組みを推進するため、相互に役割

を分担して連携し、又は協力して事務の執行に当たるものとする。

2 甲及び乙は、前条に規定する取り組みを推進するため、前項において規

定するもののほか、必要な費用が生じるときは、相互の受益の程度を勘案

し、当該費用を負担するものとする。

3 第1項の規定により必要となる手続き又は人員の確保に係る負担並びに前
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項に規定する費用の負担については、その都度甲及び乙が協議して別に定

めるものとする。

(協定の変更)

第5条 甲及び乙は、この協定の内容を変更しようとする場合は、協議の上

これを定めるものとする。この場合において、甲及び乙は、あらかじめ議

会の議決を経るものとする。

(協定の廃止)

第6条 甲又は乙は、この協定を廃止しようとする場合は、あらかじめ議会

の議決を経た上でその旨を他方に通告するものとする。

2 前項の通告は、書面によって行い、議会の議決書の写しを添付するもの

とする。

3 この協定は、第1項の規定による通告があった日から起算して2年を経過

した日にその効力を失う。

(疑義の解決)

第7条 この協定の規定に関し疑義が生じた場合は、甲及び乙が協議して定

めるものとする。

この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲及び乙が記名押

印の上、それぞれの1通を保有する。

平成 年 月 日

甲 燕市吉田西太田１９３４番地

燕市

燕 市 長 鈴 木 力

乙 西蒲原郡弥彦村大字矢作４０２番地

弥彦村

弥 彦 村 長 大 谷 良 孝
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別表

１ 生活機能の強化に係る政策分野

(1) 医療・福祉

(2) 産業振興

地 域 医

療 ・ 福

祉 の 環

境整備

取り組み

の内容

住民が安心して医療・福祉サービスを受けること

ができるよう、関係機関等との連携の強化を図

り、地域医療・福祉体制の整備を推進する。

甲の役割

(1)地域医療・福祉に関する情報の集約及び乙と

の調整を実施する。

(2)乙と連携して地域医療・福祉の推進に必要な

事業を実施する。

(3)その他地域医療・福祉の環境整備に資する取

り組みを実施する。

乙の役割

(1)甲への情報提供等を実施する。

(2)甲と連携して地域医療・福祉の推進に必要な

事業を実施する。

(3)その他地域医療・福祉の環境整備に資する取

り組みを実施する。

広 域 観

光 の 促

進

取り組み

の内容

首都圏を中心とした観光ＰＲなど、エリアの誘客

増加のための取り組みにより、広域観光を推進す

る。

甲の役割

(1)広域観光に関する情報の集約及び乙との調整

を実施する。

(2)乙と連携して広域観光の推進に必要な事業を

実施する。

(3)その他広域観光の推進に資する取り組みを実

施する。

乙の役割

(1)甲への情報提供等を実施する。

(2)甲と連携して広域観光の推進に必要な事業を

実施する。

(3)その他広域観光の推進に資する取り組みを実

施する。
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２ 結びつきやネットワークの強化に係る政策分野

(1) 地域公共交通

地 域 公

共 交 通

ネ ッ ト

ワ ー ク

の構築

取り組み

の内容

地域公共交通のあり方に関する調査・検討及び地

域公共交通の確保のために必要な事業の実施によ

り、地域公共交通ネットワークを構築する。

甲の役割

(1)乙と連携して地域公共交通ネットワークの構

築に取り組む。

(2)乙及び関係機関との総合的な連絡調整を行

う。

(3)その他地域公共交通ネットワークの構築に資

する取り組みを実施する。

乙の役割

(1)甲と連携して地域公共交通ネットワークの構

築に取り組む。

(2)その他地域公共交通ネットワークの構築に資

する取り組みを実施する。
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３ 圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野

(1) 中心市等における人材の育成

圏 域 職

員 の 育

成

取り組み

の内容

合同専門研修の実施により、職員の人材育成を図

る。

甲の役割

(1)職務に係る専門研修を行うに際し、乙の職員

に当該研修への参加の機会を設ける。

(2)その他職員の人材育成に資する取り組みを実

施する。

乙の役割

(1)合同専門研修の企画立案及び運営に協力する

とともに、職員を参加させる。

(2)その他職員の人材育成に資する取り組みを実

施する。

外 部 人

材 の 確

保

取 り 組 み

の内容

生活機能の強化に係る政策分野及び結びつきやネ

ットワークの強化に係る政策分野の取り組みに必

要な圏域のマネジメント能力を強化するため、専

門知識等を有する人材の確保に取り組む。

甲の役割
(1)政策分野の取り組みに必要な専門知識等を有

する人材の確保に努める。

乙の役割
(1)政策分野の取り組みに必要な専門知識等を有

する人材の確保に努める。
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